
 

 

 

公益財団法人群馬県建設技術センター確認検査業務手数料規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人群馬県建設技術センター（以下「センター」という。）

が確認検査業務を行うに当って必要な手数料を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程で使用する用語は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。）及び建 

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。）で使用する用語の例による。 

（建築物に関する確認申請手数料の額） 

第３条 公益財団法人群馬県建設技術センター確認検査業務規程（以下「業務規程」とい

う。）第４０条の規定による確認申請手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 

  確認申請一件につき、当該各号の表に掲げるとおりとする。 
 一 戸建て住宅の場合 

           床面積の合計          手数料の額 

３０㎡以内のもの        １３，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        １８，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ２５，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ３６，０００円 

二 共同住宅及び長屋住宅の場合 

           床面積の合計          手数料の額 

１００㎡以内のもの        ２６，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ３１，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ５１，０００円 

２ 前項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積 

 について算定する。 

  一 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く）当該建築に係  

る部分の床面積 

 二 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築（移転する場合を除く）する 

  場合 当該計画の変更に係る建築物の床面積が、確認を受けた建築物の計画を変更す  

る前の建築物の床面積より増加する場合は、当該増加する部分の床面積（それ以外の  

変更に係る部分の床面積は、「３０㎡以内のもの」とみなす）ただし、当該計画の変

更に係る直前の確認を当センター以外の者から受けている場合は、当該建築（移転す

る場合を除く）に係る部分の床面積 

 三 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途  

を変更する場合（次号に掲げる場合を除く）当該移転、修繕、模様替又は用途の変更

に係る部分の２分の１ 

 四 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しく 

  は大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の 



 

 

  床面積は、「３０㎡以内のもの」とみなす。ただし、当該計画の変更に係る直前の確 

  認を当センター以外の者から受けている場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積 

３ 消防同意が必要な申請については、第１項の手数料の額に、申請一件につき、 
２，０００円を加算する。 

４ 天空率審査が必要な申請については、第１項の手数料の額に、申請一件につき、  

５，０００円を加算する。 

（昇降機に関する確認申請手数料） 

第４条 業務規程第４０条の規定による確認申請手数料の額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 一 昇降機を設置する場合 １７，０００円（小荷物専用昇降機については１２，００

０円） 

 二 確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 １３，０００円 

（小荷物専用昇降機については１１，０００円） 

（工作物に関する確認申請手数料） 

第５条 業務規程第４０条の規定による確認申請手数料の額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 一 工作物を築造する場合 １６，０００円 

 二 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 １１，０００円 

（建築物に関する完了検査申請手数料） 

第６条 業務規程第４０条の規定による完了検査申請手数料の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ完了検査申請一件につき、当該各号の表に掲げるとおりとする。ただし、

同条の規定による中間検査をセンターで行っている場合、次の各号の表に掲げる手数料

の額から１，０００円を減額する。 
 一 戸建て住宅の場合 

           床面積の合計          手数料の額     
    

    
    

    

３０㎡以内のもの        １８，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        ２２，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ２７，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ４１，０００円 

二 共同住宅及び長屋住宅の場合 

           床面積の合計          手数料の額 

１００㎡以内のもの        ２７，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ３６，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ５１，０００円 

２ 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築（移転を除く。）した場合にあっては当該 

 建築物に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若 

 しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床 

 面積の２分の１について算定する。 
３ 確認を受けた建築物の計画を変更したことによる追加検討書の審査手数料の額は、



 

 

第３条第１項及び第２項第二号の規定を準用する。 

（昇降機に関する完了検査手数料） 

第７条 業務規程第４０条の規定による完了検査申請手数料の額は、２１，０００円（小

荷物専用昇降機については１７，０００円）とする。 

（工作物に関する完了検査手数料） 

第８条 業務規程第４０条の規定による完了検査申請手数料の額は、１６，０００円とす

る。 

（建築に関する中間検査申請手数料） 

第９条 業務規程第４０条に規定する中間検査申請手数料の額は、中間検査申請一件につ

き、次の表に掲げるとおりとする。                                      

           床面積の合計          手数料の額     

 

    
 

    

３０㎡以内のもの        １７，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        １８，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ２２，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ２７，０００円 

 

（手数料の減額） 

第 10 条 理事長が特に必要と認めるときは、この規程によらず手数料の一部を免除する 

ことができるものとする。 

（その他手数料） 
第 11 条 その他手数料については、次の表に掲げるとおりとする。 

                     手数料の額 

再交付・証明 各１通につき ２，０００円 

現場検査における遠隔地加算※ ３，０００円 

※遠隔地：嬬恋村、草津町、館林市、明和町、板倉町 
 

    附   則 

 この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 

    附   則 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

    附   則 

 この規程は、平成１４年５月１日から施行する。 

    附   則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
    附   則 

 この規程は、平成２０年６月２０日から施行する。 

    附   則 
（施行期日） 

１ この規程は、平成２１年７月１日から施行する。 



 

 

（経過措置） 
２ この規程の施行の日から平成２１年１２月３１日までの間は、次の各号に定めるとこ

ろによる。 
一 第３条第 1 項に掲げる表は、次の表のとおりとする。 

           床面積の合計          手数料の額 

３０㎡以内のもの         ７，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        １２，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        １８，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ２７，０００円 

二 第４条第一号に規定する額は、昇降機を設置する場合 １１，０００円（小荷物専

用昇降機については６，０００円）、同条第二号に規定する額は、確認を受けた昇降

機の計画を変更して昇降機を設置する場合 ７，０００円（小荷物専用昇降機につい

ては５，０００円）とする。 

三 第５条第一号に規定する額は１０，０００円、同条第二号に規定する額は 

６，０００円とする。 
 四 第６条第 1 項に掲げる表は、次の表のとおりとする。 

           床面積の合計          手数料の額     
    

    
    

    

３０㎡以内のもの        １２，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        １５，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        ２０，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ３０，０００円 

 五 第７条に規定する額は、１５，０００円（小荷物専用昇降機については 
１１，０００円。）とする。 

六 第８条に規定する額は、１１，０００円とする。 

七 第９条に掲げる表は、次の表のとおりとする。                                      

           床面積の合計          手数料の額     
 

    

 

    

３０㎡以内のもの        １１，０００円 

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの        １３，０００円 

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの        １７，０００円 

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの        ２２，０００円 

 
附   則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
附   則 

 この規程は、令和４年１月１日から施行する。 



 

 

附   則 
（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
（適用除外） 
２ 令和５年３月３１日までに建築確認の事前申請を受理し、令和５年４月１日以降に受

付する場合の確認申請手数料の額については、従前の規程を適用する。 


